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ロジェク
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ジェクト)の
名称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）
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環境省 1320010
一般廃棄物処理
施設許可の権限
委譲

廃棄物処理法
第８条第１項

一般廃棄物処理施設を設置しよう
とする者は、当該一般廃棄物処理
施設を設置しようとする地を管轄す
る都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。

C －

一般廃棄物処理施設の設置許可は、一般廃棄物処理施設
の設置に伴う生活環境影響を審査するために必要な能力や
知見を有している者により行われることが必要であり、この
ため、現行廃棄物処理法においては、都道府県知事又は保
健所設置市の市長に許可権限が付与されているところであ
る。この趣旨を踏まえると、一般廃棄物処理施設の設置に
伴う生活環境影響の審査能力が必ずしも備わっていない市
に当該権限を委譲することは適切でなく、また、民間事業者
の新規参入のために一般廃棄物処理施設の設置許可の基
準を緩和することは認められない。

提案を「実現するためには
どうすればいいか。」という
観点から再度検討し回答さ
れたい。

C －

一般廃棄物処理施設の設置許可は、一
般廃棄物処理施設の設置に伴う生活環
境影響を審査するために必要な能力や知
見を有している者により行われることが求
められている。このため、現行廃棄物処
理法においては、その様な者として、都道
府県知事のほか保健所設置市長に許可
権限を付与しているところであり、一般廃
棄物処理施設許可の権限が委譲される
には、保健所設置市となることが必要で
ある。」

1057 10572010 相生市
環境産業誘
致特区

一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合
は、都道府県知事の許可を受けなければなら
ないが、この許可権限を市に委譲する。

環境省 1320020
地域産木材・リ
サイクル品の活
用支援

国等による環
境物品等の調
達の推進等に
関する法律
（グリーン購入
法）

　グリーン購入法においては、「環
境物品等の調達の推進に関する
基本方針」（以下、基本方針という）
の中で、同法の対象となる品目（自
動車、ボールペン等）について定め
るとともに、当該品目のうち、環境
負荷低減に資するものとして率先
して国等が購入すべきものの判断
の基準（省エネ性能やリサイクル
率）を定めることとされている。国
等の各機関は、毎年度、基本方針
に基づき特定調達品目等の調達
目標等を定める「調達方針」を作
成・公表、これに基づき環境物品
等の調達を推進している。なお、基
本方針に定める品目及びその判
断の基準については、その開発・
普及の状況、科学的知見の充実
等に応じて適宜追加・見直しを行う
こととしている。
　地方公共団体については、上記
に準じた措置を講ずるよう努めるこ
ととされている。

D-1
一部
C

Ⅲ

　リサイクル品の有効利用を図ることは、循環型社会形成の
ために重要なことであり、グリーン購入法に基づく基本方針
の中で、国等が率先して購入すべきものの判断の基準とし
て、リサイクルに係る基準を数多く設定している、国等の機
関では、同法に基づき、それらの率先的調達を推進すること
により、循環型社会形成を図っている。
　同法において、地方公共団体については、上記に準じた措
置を講ずるよう努めることとされており、この範囲で地方公共
団体においても対応可能である。
　ただし、地域を特定した製品、資材等を調達対象とするよう
な内容は、ＷＴＯ政府調達協定における内国民待遇原則に
抵触することとなるため、特定調達品目の判断の基準に反
映することはできない。

提案の趣旨を踏まえて検討
できないか。

D-1
一部
C

Ⅲ

リサイクル品については、グリーン購入法
に基づく基本方針において、既に数多くの
品目に対しリサイクルに係る基準を設定
し、国等の機関において調達の推進を
図っているところ。
産出される地域を特定した製品、資材等
については、WTO政府調達協定との整合
性を勘案すると、国の機関における調達
の要件とすることはできないものと考え
る。

1431 14312010 和歌山県

地域産木
材・リサイク
ル品の活用
支援

地域の資源（地域産木材、地域産リサイクル
品）の有効利用を図ることにより、地域の循環
型社会構造の転換を図るとともに、幅広い雇
用創出効果等により地場産業の活性化を図
り、地域再生を支援する。

環境省 1320030

環境物品等の調
達の推進を図る
ための具体的取
り組み

国等による環
境物品等の調
達の推進等に
関する法律
（グリーン購入
法）

グリーン購入法においては、「環境
物品等の調達の推進に関する基
本方針」（以下、基本方針という）の
中で、同法の対象となる品目（自動
車、ボールペン等）について定める
とともに、当該品目のうち、環境負
荷低減に資するものとして率先し
て国等が購入すべきものの判断の
基準（省エネ性能やリサイクル率）
を定めることとされている。国等の
各機関は、毎年度、基本方針に基
づき特定調達品目等の調達目標
等を定める「調達方針」を作成・公
表、これに基づき環境物品等の調
達を推進している。なお、基本方針
に定める品目及びその判断の基
準については、その開発・普及の
状況、科学的知見の充実等に応じ
て適宜追加・見直しを行うこととし
ている。

D-1 Ⅲ

　①について：　特定調達品目候補群（ロングリスト）は、品
質確保について不確実性が残るなどにより検討をさらに進
めることとした品目提案のリストであり、特定調達品目等の
追加、見直しのための検討を迅速に進めるために整理した
ものである。溶融スラグ等を用いた資材に係る品目について
も、特定調達品目に係る提案募集における提案等をもとに
検討を行い、品質や安全性、環境負荷低減効果等に関する
科学的知見の充実等に応じて、特定調達品目への追加が
可能であることがわかれば、特定調達品目に追加することと
している。
　②について：　グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達
の推進に関する基本方針」に掲げられた特定調達品目（地
域の資源循環に資するものを含む。）については、予算及び
事務又は事業の予定等を勘案した上で、各省各庁の長が定
める環境物品等の調達の推進を図るための方針へ既に反
映がなされているところであり、国の地方支分部局を含め、
調達の推進が図られている。

②についての提案者の要
望は、地域独自の資源循
環に資する特定調達品目
について地方支分部局等
での活用を求めるものであ
ると思料されるが、この点
につき提案の趣旨を踏まえ
て検討されたい。

D-1 Ⅲ

地域“独自”の製品は、産出又は製造され
る地域を限定することになるものと思料さ
れ、これを国の機関における調達の要件
とすることは、ＷＴＯ政府調達協定におけ
る内国民待遇原則に抵触するものと考え
られる。

1148 11482070 青森県

環境・エネル
ギー産業フ
ロンティア構
想

　グリーン購入法による国等における環境物
品等の調達方針について、地域の処理困難
廃棄物等を再生利用した資材等の積極的利
用を図ることにより、地域の資源循環を促進
し、環境への負荷の低減に資するため、以下
の対策を講じること。
①　グリーン購入法に係る公共工事の特定調
達品目候補群（ロングリスト）に掲載されてい
る「都市ゴミ溶融スラグ混入アスファルト混合
物」「都市ゴミ溶融スラグを用いたコンクリート
骨材」及び「都市ゴミ溶融スラグ混入路盤材」
の特定調達品目追加手続きの迅速化。
②　地域の資源循環に資する特定調達品目
について、「地域再生支援のための特定地域
プロジェクトチーム」での活用促進の協議を通
じた国の地方支分部局等での積極的な活用
及び各省各庁の長が定める環境物品等の調
達方針への反映。

環境省 1320040

関係省庁連携に
よるクリーンエネ
ルギー自動車専
用ナンバープ
レートの新設

道路運送車両
法第１１条、道
路運送車両法
施行規則第１
１条

ナンバープレートは法令により、統
一規格で作製されている。

C Ⅲ

専用ナンバーの創設についてはその効果、費用負担、関係
省庁のシステムとの調整等の問題があり、実現するのは困
難であると思われる。他方、提案については現在、燃費性能
及び排出ガス性能に優れた車に対する税制上の優遇措置
が設けられており、こうした車の普及促進を図るため星印の
ステッカーが貼付されているところであり、このようなステッ
カーを利用して識別することも考えられる。

1188 11882020
栃木県日光
市

環境美化推
進プロジェク
ト

日光市は環境美化都市であり、恵まれた自然
環境が貴重な観光資源であることから、当市
から全国的なクリーンエネルギー自動車の普
及啓発を発信するため、クリーンエネルギー
自動車により訪れる観光客に対し、市内駐車
場等の無料開放等の優遇措置を検討してい
る。これは、購入意欲の推進はもちろんのこ
と、足利銀行一時国有化により地域経済が低
迷している今般において、地域観光の活性化
といった側面から、訪れる観光客に少しでも魅
力ある施策を展開するなかのひとつとしても位
置付けている。この施策を実施するにあたっ
ては、通常の車両との区別化が容易にできる
必要性が生じることから、クリーンエネルギー
自動車専用のナンバープレートが新設できる
よう、環境問題を総体的に捉え、国土交通省
や環境省等、関係省庁が連携して取り組んで
いただきたい。

環境省 1320050

バイオマスタウン
の公表基準にお
ける地域設定の
弾力化

バイオマスタ
ウン構想基本
方針

バイオマスタウン構想の実施主体
は市町村となっている。

B-1 Ⅳ

バイオマスタウン構想の作成主体は、地域の取組の中核と
なるべき市町村が担うべきと考えるが、バイオマスタウン構
想策定における地域設定については、経済的、社会的、地
理的なつながりを持ち、地域の関係者が協力して、地域社会
全体で総合的かつ効率的にバイオマスを利活用が進められ
る範囲であって、市町村が最適な地域であるものと判断した
場合は、市町村の一部地域についても認めることとする。

1148 11482110 青森県

環境・エネル
ギー産業フ
ロンティア構
想

　バイオマスタウン構想基本方針において、バ
イオマスタウンの定義については、「バイオマ
スの発生から利用までが効率的なプロセスで
結ばれた総合的利活用システムが構築され、
安定的かつ適正なバイオマス利活用が行わ
れているか、あるいは今後行われることが見
込まれる地域」としているものの、実施主体に
ついては市町村としている。しかし、バイオマ
スの利活用については、バイオマスの収支が
効率的に行なわれるよう設計された地域単位
で実施されるべきものであり、現状の市町村
単位とは必ずしも合致しないこと、また、今
後、市町村合併の進展による自治体の広域
化も予想されることから、バイオマスタウンとし
て公表する際の基準における地域設定におい
ては、市町村単位のみならず、農林業センサ
ス上の新旧市区町村単位等任意の「地域」に
ついても認めることを要望する。

1／5
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環境省 1320060

他用途の民活特
定施設への転用
（リニューアル）
に対する支援

民間事業者の
能力の活用に
よる特定施設
の整備の促進
に関する臨時
措置法第５
条、附則２条
補助金等に係
る予算の執行
の適正化に関
する法律第22
条

　整備計画を変更するときは主務
大臣の認定を受けなければならな
い。
　民間事業者の能力の活用による
特定施設の整備の促進に関する
臨時措置法は平成十八年五月二
十九日までの限時法である。
　補助事業等により取得した財産
は、補助金等の交付の目的に反し
て使用し、譲渡し、交換し、貸し付
け、又は担保に供してはならない。

C －
御提案の民活特定施設（民活法第２条第１項第３号、４号、
13号、14号）については、環境省は所管していない。

1132 11322011 洲本市

民活施設の
活用による
「みなと」再
生構想

民活法に基づき整備した施設の転用後の用
途が同法第２条の特定施設のいずれかに該
当するときは、転用に伴う整備計画の処理を
同法第５条の規定に基づき行うこととし、その
整備事業に対しては、同法所定の支援措置を
適用する。併せて、同法の失効期日である平
成１８年５月２９日以降も同法の適用があるも
のとするとともに、補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律に基づく財産の目的
外処分の禁止期間に関係なく、国庫補助金の
返還を要しないこととする。

環境省 1320070
環境行政権限の
移譲

－ － － －
具体的な要望内容が不明なため、各法律のどのような権限
の委譲を想定されているのか教示されたい。

1348 13482010

(社)関西経済
連合会、(社)
関西経済同
友会、関西経
営者協会、
大阪商工会
議所、京都商
工会議所、神
戸商工会議
所

環境行政と
一体化した
農林水産業
の競争力強
化

○水質保全、土壌汚染防止、森林保護など農
林水産業と密接に関連する環境行政の権限
を国から「関西州（産業再生）特区」の組織に
移譲すること。

環境省 1320080
社会資本整備に
かかる権限移譲

国土利用計画
法

　国土利用計画法に基づく計画に
は、全国の区域につき国土の利用
に関する基本的な事項について国
が定める全国計画、都道府県が当
該都道府県の区域における国土
の利用に関し必要な事項を定める
都道府県計画、市町村が当該市
町村の区域における国土の利用
に関し必要な事項を定める市町村
計画がある。

E －
　国土利用計画法に基づく計画には、そもそも関西全域を対
象とするような計画に関する規定が国土利用計画法にはな
いため、権限移譲の対象とはならない。

1474 14742010

(社)関西経済
連合会、(社)
関西経済同
友会、関西経
営者協会、
大阪商工会
議所、京都商
工会議所、神
戸商工会議
所

社会資本の
選択集中型
整備事業の
推進

○社会資本の選択集中型整備事業を推進す
るため、「関西州(産業再生)特区」が法的根拠
をもった関西全域の長期総合計画と社会資本
整備重点計画を策定できるよう、国土総合開
発法、近畿圏整備法、社会資本整備重点計
画法等に基づく所要の権限を国から「特区」に
移譲すること。

その中では、企業で温暖効果ガスの排出
枠をやりとりする国内排出量取引など、新
たな制度の導入が必要とする案をまとめ
たとある。７月２４日には福岡県、佐賀県、
岩手県、岐阜県、和歌山県の５県で「地方
分権研究会」を結成し、排出権売買に関す
る実験を行なうとの記事がでた。
　今回の当村の提案は、こうした動きに連
動するものであり、環境に対する各界各層
の国民の積極的な関与が期待されてい
る。
　環境省としての誠意ある回答を期待した
い。

なお、地球温暖化対策の推進の観点か
ら、森林の整備・保全は重要であり、地球
温暖化対策推進大綱では、吸収量の確
保について、政府はもとより、森林所有
者、林業及び木材産業の事業者、更には
地方公共団体や森林及び林業に関する
団体を含め、関係者全体による多大な努
力が必要である国民的課題であり、森
林・林業基本計画の目標達成に必要な森
林整備、木材供給、木材の有効利用等を
着実かつ総合的に実施することが不可欠
であるとしている。

環境省 1320100
防災・危機管理
に関する権限移
譲

－ － － －

防災・危機管理に関する権限を「関西州（産業再生）特区」に
委譲することについては、
道州制に関する政府全体の議論を踏まえつつ、政府全体で
慎重に検討すべき課題である。

1475 14752010

(社)関西経済
連合会、(社)
関西経済同
友会、関西経
営者協会、
大阪商工会
議所、京都商
工会議所、神
戸商工会議
所

広域的な防
災・危機管
理体制の構
築

○「関西広域防災・危機管理機構(仮称）」があ
らゆる災害に対応できるようにするため、災害
対策基本法はじめ所要の法令等を改正するこ
と。

○非常時に権限の集中が行えるよう、防災、
災害救助、伝染病予防等に関する国および府
県の権限を必要に応じて「関西州（産業再生）
特区」に移譲すること

森林による還元効果を含めたＣＯ２排出権取
引を制度化し、森林再生力を持っている中山
間地に企業の直接投資を誘導するシステムを
構築する。中津江村は、Ｗ杯カメルーン国キャ
ンプの受入により高い知名度を持っているの
で、企業からの投資を呼び込みやすい環境に
ある。この地域特性を活かして地域に仮に
150,000千円/年の投資を呼び込めれば、労働
集約型の事業であり、ほとんどは人件費のた
め、30人の雇用発生が望める。

－ － C Ⅰ環境省 1320090

CO2排出権取引
制度化に係るポ
イントシステムの
ルール化

　現在、中央環境審議会において地球温暖化対策推進大綱
の評価・見直しの審議が行われており、この中で国内排出量
取引制度を含む追加対策・施策の検討が行われている。

　京都議定書の運用細則であるマラケシュ合意上、国内の
植林活動・森林経営等により得られた吸収量クレジットに
よって、削減量を代替することが可能とされているが、吸収
量クレジットの発行には国別に上限（我が国は1300万t-C、
基準年排出量の3.9％）が設けられている。我が国では、地
球温暖化対策推進大綱において、６％削減約束のため、そ
の上限値である3.9％の吸収量を確保することとしている。
　3.9%を超えた吸収量クレジットを発行することはできないこ
とから、仮に吸収量クレジットの一部を排出削減の代替とし
て用いることを認めてしまうと、その代替分は吸収量としてカ
ウントできなくなり、吸収量の目標である3.9％に不足が生
じ、国全体として京都議定書の約束が達成できなくなるおそ
れがある。
　よって、吸収量を排出量取引の対象とすることは困難であ
ると考えられる。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し、回答さ
れたい。
3.9％を実現するための行
為について排出権取引の
対象とすることについて検
討できないか。

　今回の提案を少し幅広くとらえていただ
きたい。確かに京都議定書の目標達成を
視野に入れた提案であるが、京都議定書
で達成が求められているのは最低目標で
あり、日本としてそれを超える環境貢献を
することが制限されるわけではないはずで
ある。
　各企業が環境に対する認識を高め、自
主的に環境に貢献する活動として森林造
成活動をしていくことを誘発する動きとし
て、排出権取引が日常的に行なわれる環
境づくりを推進していき事は大切であると
考える。同時にこうした動きが中山間地の
振興対策として極めて重要な意味を持って
いることにも考慮していただきたい。企業
が森林造成に関心を持つことで、苦境に
あえいでいる日本の中山間地に新たな資
金導入の期待がもてる。日本に大規模な
山林火災が少ないのは、森林管理ができ
ていることと無縁ではないはずである。
　中山間地が長い歴史をかけて営々と築
いてきた森林保全の仕組みを崩壊させな
いため、環境省として一つのセクション的
な回答を寄せるのではなく、大きな視野で
の検討、回答を寄せられることを期待す
る。
　本日(７月２９日）の地元紙に温暖化対策
中間報告案について簡単な記事があっ
た。

C Ⅰ

　現在、中央環境審議会において地球温
暖化対策推進大綱の評価・見直しの審議
が行われており、この中で国内排出量取
引制度を含む追加対策・施策の検討が行
われている。
　京都議定書の運用細則であるマラケ
シュ合意上、国内の植林活動・森林経営
等により得られた吸収量クレジットによっ
て、削減量を代替することが可能とされて
いるが、吸収量クレジットの発行には国別
に上限（我が国は1300万t-C、基準年排
出量の3.9％）が設けられている。我が国
では、地球温暖化対策推進大綱におい
て、６％削減約束のため、その上限値で
ある3.9％の吸収量を確保することとして
いる。
　3.9%を超えた吸収量クレジットを発行す
ることはできないことから、仮に吸収量ク
レジットの一部を排出削減の代替として用
いることを認めてしまうと、その代替分は
吸収量としてカウントできなくなり、吸収量
の目標である3.9％に不足が生じ、国全体
として京都議定書の約束が達成できなく
なるおそれがある。
　よって、吸収量を排出量取引の対象と
することは困難であると考えられる。

1234 12342020
大分県中津
江村

ＣＯ２排出権
取引の制度
化構想
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環境省（地域再生・非予算）

担当府
省庁名

管理
コード

規制の特例事項
（支援措置に係
る提案事項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再検討要請に対する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理番
号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

環境省 1320110
一級河川管理権
限等の移譲

－ － － －
具体的な要望内容が不明なため、各法律のどのような権限
の委譲を想定されているのか教示されたい。

1350 13502010

(社)関西経済
連合会、(社)
関西経済同
友会、関西経
営者協会、
大阪商工会
議所、京都商
工会議所、神
戸商工会議
所

水資源の保
全活用のた
めの水系の
一体的管理

○関西において完結する水系を一体的に管
理できるようにするため、一級河川の管理権
限はじめ所要の権限を国から「関西州（産業
再生）特区」に移譲すること。

環境省 1320120

自然公園法及び
文化財保護法の
許可等手続きの
一元化・簡素化

自然公園法第
13条第3項第
1,2,3,9,12号、
同法第14条第
3項1,2,3,号、
同法第26項第
3項第1,5,6,号

自然公園法及び文化財保護法に
基づく手続がそれぞれ必要。
国立公園の特別地域において各
種行為を行う場合は、環境大臣の
許可を受けなければならず、許可
を受けるためには環境省令で定め
る基準に適合しなければならな
い。また、普通地域において一定
規模以上の行為を行う場合は届出
が必要。

C －

自然公園法と文化財保護法は、それぞれの法目的に従っ
て、優れた自然の風景地の保護と利用、文化財の保存と活
用を図っている。それぞれの目的を達するため、各種の手続
を規定しており、審査基準等（観点）も異なることから、手続
の一元化は困難である。なお、早い時期からの申請相談に
より手続の迅速化を図ることは可能と考える。

　提案者の要望は、全ての
手続の一元化ではなく、許
可行為の審査項目など同
様な視点が見受けられるこ
ともあるそれら一部の手続
きについての一元化と思量
されるが、そのような事項
について、調整を行って内
容や書式を同様なものとす
ること等を検討できない
か。

（文科班と調整）

C －

自然公園法に基づく許可申請手続におい
て提出を求めている書類は、自然公園の
風致景観の保護が図られるか否かを判
断するために求めているものであり、内容
の変更や省略はできない。なお、現状に
おいても同法及び文化財保護法に基づく
手続に必要な書類で共通のものについて
は、申請者が同じ書類を提出することを
妨げておらず、あらためて調整を行わなく
ても手続の簡素化は可能と考える。

可能な範囲で文化庁との
間で様式等をそろえること
について再度検討し、回答
されたい。

C

自然公園法及び文化財保護法に基づく手続に必
要な書類であって共通のものについては、申請
者が同じ書類を提出することを妨げるものではな
く、実質的に可能な範囲で提出する書類をそろえ
ることは可能であり、現行制度の範囲内で手続
の簡素化は可能である。

1096 10962010
栃木県日光
市

観光資源有
効活用プロ
ジェクト

日光市は日光国立公園の中心に位置し、また
世界遺産にも登録された「日光の社寺」を有す
ることから、特別地域等や史跡・名勝の指定
があり、自然公園法及び文化財保護法の双方
からの縛りを受ける現状がある。当市として
は、足利銀行一時国有化による地域経済が
低迷している今般において、自然景観や文化
景観を最大限に有効活用していくことが地域
経済、観光の活性化に寄与するものと考えて
おり、各種施策の実施を検討している。自然
公園法と文化財保護法は立法主旨は異なる
ものの、許可行為の審査項目など同様な視点
が見受けられることもあり、法に対する信頼
感、観光客・公園利用者への適切なサービス
の向上・改善を図り、より良い国立公園、名
勝・史跡を実現するため、環境省、文化庁の
連携により手続き等の一元化・簡素化が図れ
るよう要望する。

環境省 1320130
外国人旅行者に
「わかりやすい」
観光地整備

－
「地域再生推進のためのプログラ
ム別表２」に位置付けられている。

D-3 －
支援措置番号230007により対応可能。支援措置230007は、
全国を対象としており、他の支援措置との組み合わせ適用も
可能。

1594 15942020
株式会社東
京リーガルマ
インド

「外国人旅
行者受入体
制の包括的
整備による
地域再生構
想」

日本語表記だけの案内表示では分かりにくい
ため、中国語、朝鮮語等も表記した表示を整
備して、「わかりやすい」観光地を実現する必
要がある。
　また、携帯電話のＧＰＳ機能やＩＣタグを活用
したナビゲーションシステム、観光案内サービ
ス、翻訳サービス等の実現も「わかりやすい」
観光地実現のために考えられる。このシステ
ムの実現により、「わかりやすい」観光地を提
供したり、新たな観光ビジネスを創造したりす
るのみでなく、アジアの人々の多くは日本に対
して「近代的なイメージ」を抱いているため、新
たな観光資源として、集客力を高めることも考
えられる。

環境省 1320140

入野松原の大方
町における一括
管理
それに伴う権限・
財源の移譲

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第２９条第７
項

鳥獣保護区特別保護地区の区域
内においては、建築物その他の工
作物を新築し、改築し、又は増築、
水面を埋め立て、又は干拓、木竹
を伐採等をする行為は、環境大臣
が指定する特別保護地区にあって
は環境大臣の、都道府県知事が
指定する特別保護地区にあっては
都道府県知事の許可を受けなけ
れば、してはならないとされてい
る。

E －

提案の中で、環境省関係の制度は「鳥獣保護区」に関するも
ののみである。提案の鳥獣保護区は県指定鳥獣保護区に
は該当するが、提案町内には「特別保護地区」の指定はな
いことから、提案町の鳥獣保護区内において、鳥獣の保護
及び狩猟の適正化に関する法律第２９条第７項に示す木材
の伐採などの行為を行うに当たっては、許可を要しない。

1553 15531010 39
入野松原再
生住民プロ
ジェクト構想

入野松原においては
・保安林指定（防風・潮害防備・保健）
・入野県立自然公園（普通地域）
・史蹟名勝天然記念物
・鳥獣保護区
・レクリエーションの森
・土佐西南大規模公園（都市公園）
に指定され、大方町が独自性を出して管理・
整備する際には、それぞれの所管省庁に協議
をしなければならないため、統一した管理や整
備ができないばかりでなく、迅速な対応ができ
ない
そのための規制を撤廃し、一括法でかかる権
限と税源を大方町に移譲する。

環境省 1320140

入野松原の大方
町における一括
管理
それに伴う権限・
財源の移譲

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第２９条第７
項

鳥獣保護区特別保護地区の区域
内においては、建築物その他の工
作物を新築し、改築し、又は増築、
水面を埋め立て、又は干拓、木竹
を伐採等をする行為は、環境大臣
が指定する特別保護地区にあって
は環境大臣の、都道府県知事が
指定する特別保護地区にあっては
都道府県知事の許可を受けなけ
れば、してはならないとされてい
る。

E －

提案の中で、環境省関係の制度は「鳥獣保護区」に関するも
ののみである。提案の鳥獣保護区は県指定鳥獣保護区に
は該当するが、提案町内には「特別保護地区」の指定はな
いことから、提案町の鳥獣保護区内において、鳥獣の保護
及び狩猟の適正化に関する法律第２９条第７項に示す木材
の伐採などの行為を行うに当たっては、許可を要しない。

1553 15532010 39
入野松原再
生住民プロ
ジェクト構想

入野松原においては
・保安林指定（防風・潮害防備・保健）
・入野県立自然公園（普通地域）
・史蹟名勝天然記念物
・鳥獣保護区
・レクリエーションの森
・土佐西南大規模公園（都市公園）
に指定され、大方町が独自性を出して管理・
整備する際には、それぞれの所管部署に協議
をしなければならないため、統一した管理や整
備ができないばかりでなく、迅速な対応ができ
ない
住民生活と密着した松原の再生を図るため
に、住民生活に一番近い政府である「地方自
治体」に権限と財源を移譲することによって、
統一した再生計画のもとで総合的に整備する
ことができる。
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環境省（地域再生・非予算）

担当府
省庁名

管理
コード

規制の特例事項
（支援措置に係
る提案事項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再検討要請に対する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理番
号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

１．分布が偏っている種について、北海道において多数生息
しているとの理由で、その種を狩猟鳥獣に指定し捕獲を促進
すると、北海道での当該種の減少が、全国的な観点から当
該種の維持に大きな影響を及ぼす可能性がある。
２．特定の種を狩猟鳥獣とした場合、その捕獲が促進される
ことから、道内の野生鳥獣はもちろん、道内に生息する渡り
鳥にも影響を与えることとなる。このうち、道外と行き来する
渡り鳥への影響は、当然道外の生態系への影響を与えるこ
ととなる。
３．このため、道のみの実情に応じて狩猟鳥獣が指定された
場合、全国的な種の維持、他地域の生態系への影響も考え
られることから、狩猟鳥獣の指定に当たっては、全国的な鳥
獣保護の観点から指定する必要があり、道という限られた地
域で狩猟鳥獣を定めることは適切ではない。
４．外来種であっても、既に生態系の構成要素となっており、
他の要素を駆逐するなど生態系を破壊するものでない限り、
保護の必要がない鳥獣ではない。当該外来種による農作物
等への被害を防止するために有害鳥獣捕獲を行うことは、
狩猟鳥獣に指定しなくとも可能である。

　全ての鳥獣の捕獲は原則禁止となって
いるが、狩猟鳥獣はその捕獲禁止の規定
を除外し、一定の制限のもとで捕獲の目
的を問わない捕獲が認められた制度であ
る。したがって狩猟鳥獣の選定は、当該
鳥獣の保護の観点から、国際的、全国的
な視点で慎重な検討が必要であり、地域
において判断が可能となるような性格の
ものではない。
　狩猟鳥獣の種類を指定する権限の委譲
にあたっては、渡り鳥と希少種が除外さ
れているとあるが、このことは上記の考え
方から当然である。
　また、渡り鳥と希少種を除外すれば、道
外の生態系には影響を与えないとの指摘
であるが、生態系は全ての鳥獣との複雑
な関わり合いの中で微妙なバランスの上
に成り立っているものであり、地域の実情
に応じて狩猟鳥獣を指定することにより間
接的に渡り鳥や希少種への影響を与える
ことは否定できないことから、各都道府県
の判断により狩猟鳥獣の種類を決定する
ことは認められない。

５．また、１日・１人当たりの制限方法を変えた場合、鳥獣の
警戒心が低い初猟日に多数の狩猟者が集中し、結果として
１日１人当たりの制限方法に比べて大量の狩猟鳥獣が捕獲
される可能性が高く、鳥獣保護上適切ではない。また、１日１
人当たりの捕獲数、狩猟者登録数を管理し、許可捕獲によ
る捕獲数も念頭に、狩猟期間中の総捕獲数を設定すること
は特に規制はない。なお、特に保護管理の必要な鳥獣につ
いて、知事が特定鳥獣保護管理計画を策定し、１日当たりの
捕獲数を緩和することも現行において可能である。

　なお、地域の実情に応じた適切な種の
保護管理が目的なのであれば、捕獲数や
捕獲区域、捕獲時期などを実情に合わせ
て運用できる捕獲許可制度を活用する方
が、他の生態系に与える影響を最小限に
留めながら、適切な種の保護の目的を達
成するとができると考える。
　なお、特定の種について、狩猟鳥獣とす
ることが適当と思われるものがあれば、
要望を踏まえ、国際的・全国的な観点か
ら調査し、その可否について検討したい。

１．狩猟期間は、全国的な視点から、人間に危害を及ぼすこ
となく安全に狩猟を行うのみならず、鳥獣全般の保護（出産・
産卵・抱卵・子育て）を図り、生態系に対する影響を回避する
観点から、国が期間を指定（９月１５日～４月１５日）している
ものである。
　このため、現在の狩猟期間を超えて指定した場合、上記の
ような人間に対する安全性や生態系への影響を回避でき
ず、さらに、他の地域から狩猟者が大量に流入することが想
定され、過剰な捕獲圧がかかり鳥獣の保護上支障が生じる
だけではなく、自然とのふれあいを求めて北海道を訪れる多
くの者の安全確保を図ることが困難になることが想定され
る。
２．また、狩猟期間は特定の狩猟鳥獣のみを考えて定める
のではなく、捕獲の対象となる鳥獣以外の鳥獣や生態系に
配慮する必要がある。そのため、原則として種毎ではなく狩
猟鳥獣全体に対して狩猟期間を定めているものであり、国の
定める狩猟期間を超えて、種ごとに狩猟期間を設定すること
は、鳥獣及び生態系の保全に加え安全確保の観点からも適
切ではない。

　狩猟期間は、全国的な視点から、人間
に危害を及ぼすことなく安全に狩猟を行う
のみならず、鳥獣全般の保護（出産・産
卵・抱卵・子育て）を図り、生態系に対する
影響を回避する観点から国が期間を指定
しているものである。なお、北海道におい
ては、上記の点を踏まえ、北海道以外よ
りも１ヶ月早い９月１５日からを狩猟期間と
しており、鳥獣全般の保護等に支障のな
い範囲でその気候的な特徴も考慮して決
定されているところである。
  種毎の適切な保護管理及び生物多様性
の保護が目的とのことであるが、「具体的
事業の実施内容」を拝見すると、特定の
鳥獣の個体数調整に重点が置かれ、そ
の他の鳥獣への影響に配慮した生物多
様性の保護に対する対策が確認できな
い。また、人への安全の確保についても、
人間活動が盛んとなる春の時期に狩猟を
行うことによる安全確保は事実上困難で
ある。

３．なお、知事が特定鳥獣保護管理計画を策定した場合は、
当該特定鳥獣については、狩猟期間内で捕獲期間を弾力的
に運用できることとなっていること、保護管理の観点から特
定計画に基づく種で個体調整が必要な場合、農林水産業に
被害がある場合には、狩猟期間にかかわらず許可を受けて
捕獲できることとなっている。

　しかし、種毎の適切な保護管理及び生
物多様性の保護を図ることが目的なので
あれば、捕獲数や捕獲区域、捕獲時期な
どを実情に合わせて運用できる捕獲許可
制度を活用する方が、適切な保護管理及
び生物多様性の保護の目的を達成すると
ができる。
　なお、ヒグマやアライグマ等についても、
種毎の適切な保護管理及び生物多様性
の保護を図ることが目的なのであれば、
捕獲数や捕獲区域、捕獲時期など実情に
合わせて運用できる捕獲許可制度を活用
する方が、適切な保護管理及び生物多様
性の保護の目的を達成するとができると
考える。

環境省 1320170
危険猟法の許可
権限の委譲

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第３７条

　法第九条第一項に規定する目的
で危険猟法により鳥獣の捕獲等を
しようとする者は、環境大臣の許可
を受けなければならないとされてい
る。

C －

１．爆発物や劇薬、毒薬等の危険猟法の使用については、
人間の身体又は生命に対する危害を予防し、公共の安全を
維持する観点から禁止されているが、環境大臣が特別に許
可した場合のみ使用が認められている。
２．危険猟法許可に当たっては、安全上の問題もあり、全国
統一的な基準に基づき許可の可否が決定される必要がある
ものであることから国の権限としているところである。
３．麻酔薬については、その成分の人体に対する影響から
劇薬に指定されており、その使用については人命に関わる
事項であることから、国が全国統一的な基準に基づき可否
の判断を決定していく必要があり、事務の迅速化等を理由
に、権限を委譲することは適切ではないと考えている。
４．本特例事項の提案理由が事務の迅速化等にあることか
ら、国として適切に対応できるよう努力して参りたい。
５．なお、北海道の自然環境の特異性と特例事項との関係
が不明である。

右の提案主体の意見を踏
まえて再度検討し、回答さ
れたい。

　学術研究あるいは保護収容のための麻
酔銃の使用は一般的に行われており、一
般的な銃器による捕獲と比較しても、あえ
て国が可否を判断しなければならないもの
とは思えない。

C －

  権限委譲の可否は利用頻度で判断され
るものではなく、捕獲猟法としての危険度
で判断すべきものである。
　麻酔銃による捕獲は劇薬を用いた危険
猟法であるため、各都道府県の独自の判
断基準に基づき許可の可否を判断するこ
とは適当ではなく、全国統一的な基準に
より、ひき続き国が判断していく必要があ
る。
  なお、提案の理由は緊急時に迅速な対
応が可能となることと理解しているが、こ
れに対しては緊急時の連絡体制を整備す
るなど適切に対応するものとする。

麻酔銃が通常の装薬銃と
比較して危険度が高い合
理的な理由があれば、それ
を示されたい。
ないのであれば権限委譲し
ても問題ないと考えられる
ことから右の意見も踏まえ
提案について再度検討され
たい。

回答にあるように、緊急時の対応については、ご
協力をお願いしたい。
また、 回答では、「全国統一的な基準により、ひ
き続き国が判断していく必要がある。」とされてい
るが、基準を明らかにした上で、権限委譲を図る
ことも考えられるのではないか。

B-2 Ⅲ
平成１７年度中に、麻酔銃に限り、都道府県にお
ける許可が可能となる方法等について検討す
る。

1588 15882050 北海道
野生動物保
護管理プラ
ン

危険猟法の許可を知事の権限とする（ただし、
麻酔薬を使用した捕獲方法に限る）。

なお、権限の移譲が行われた場合、それに伴
う必要経費等の移譲も含む。

野生動物保
護管理プラ
ン

狩猟期間の決定権限を北海道に委譲する（た
だし、全国的な見地から保護管理を行うべき
渡り鳥を除く）。

なお、権限の移譲が行われた場合、それに伴
う必要経費等の移譲も含む。

　保護管理の合理性を求めるのであれば、捕獲
区域、捕獲時期などを実情に合わせて適切かつ
細かな運用ができる捕獲許可制度を活用する方
が有効である。

1588 15882020 北海道
右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

回答には、「捕獲許可制度を活用する方が、他の
生態系に与える影響を最小限に留めながら、適
切な種の保護の目的を達成するとができると考
える。」とあるが、許可捕獲は既に実施しており、
その上で、より合理的な保護管理を実現するた
めに、本提案を行ったものである。

Ｃ及びＤ
－１

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。
特にヒグマ及びアライグマ
について、どのように対処
すべきと考えているかにつ
いて、再度検討されたい。

　北海道の提案の趣旨は、鳥獣の種毎に
最適な取扱いを行うことによって、適切な
種の保護管理及び生物多様性の保全を
果たすことにあり、そのためには、種及び
生物多様性の適切な保護を念頭に置い
て、科学的知見に基づく判断を行うべきも
のと考える。
　従って、本来の目的に合致しない、指摘
のような事態は生じず、北海道独自の判
断を行うことに支障は無いと考える。
　また、人間活動の安全確保についても、
当然の事として考慮した上で、猟期や可猟
区を判断する。

C
及び
D-1

－

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第２条第５
項
鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第１１条第２
項
鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律施行規則第
９条

狩猟期間とは、毎年十月十五日
（北海道にあっては、毎年九月十
五日）から翌年四月十五日までの
期間で狩猟鳥獣の捕獲等をするこ
とができる期間とされており、さら
に、環境大臣は、狩猟鳥獣の保護
を図るため必要があると認めると
きは、狩猟期間の範囲内において
その捕獲等をする期間を限定する
ことができるとされている。

C
及び
D-1

－

環境省

環境省 1320160
狩猟の期間の決
定権限の委譲

狩猟鳥獣は、その肉又は毛皮を利
用する目的、生活環境、農林水産
業又は生態系に係る被害を防止す
る目的その他の目的で捕獲等の
対象となる鳥獣（鳥類のひなを除
く。）であって、その捕獲等がその
生息の状況に著しく影響を及ぼす
おそれのないものとして環境省令
で定めることとされている。
また、環境大臣は国際的又は全国
的な対象狩猟鳥獣の保護の見地
から、特に保護を図る必要がある
と認める対象狩猟鳥獣がある場合
には、必要な禁止又は制限をする
ことができるとされている。

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第２条第３
項
鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律施行規則第
第３条
鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第１２条第１
項
鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律施行規則第
１０条

狩猟鳥獣の種類
及び捕獲頭数の
決定権限の委譲

1320150

　北海道の提案の趣旨は、鳥獣の種毎に
最適な取扱いを行うことによって、適切な
種の保護管理及び生物多様性の保全を
果たすことにあり、そのためには、種及び
生物多様性の適切な保護を念頭に置い
て、科学的知見に基づく判断を行うべきも
のと考える。
　従って、指摘のような、本来の目的に合
致しない事態が生じないようにすることは
当然である。
　また、渡り鳥並びに「鳥獣の保護及び狩
猟の適正化に関する法律」第７条で定める
希少種は除外する考えである。
　そのため、本来の目的に合致しない、指
摘のような事態は生じず、北海道独自の
判断を行うことに支障は無いと考える。
　その上で国としての関与が必要であれ
ば、国に事前に協議することも考えられ
る。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。
また、いずれにしろ国が決
定する事項について、北海
道の自然状況等により特
別な配慮が必要な場合もあ
ると考えられる。そのような
実態に対する対処方法を
検討されたい。

－
C
及び
D-1

回答には、「捕獲許可制度を活用する方が、他の
生態系に与える影響を最小限に留めながら、適
切な種の保護の目的を達成するとができると考
える。」とあるが、許可捕獲は既に実施しており、
その上で、より合理的な保護管理を実現するた
めに、本提案を行ったものである。

特定の鳥獣について、国全
体の観点からも北海道にお
いて狩猟鳥獣とすることに
問題が生じない場合、国の
規定として狩猟鳥獣に指定
する場合もありうると考えて
よいか。

－
C
及び
D-1

1588

前回の回答のとおり、狩猟鳥獣とすることが適当
と思われる種について、要望があれば、国際的・
全国的な観点から調査し、その可否について検
討を行うことは可能である。

Ｃ及びＤ
－１

狩猟鳥獣の種類、捕獲数の決定権限を道に
委譲する。
（ただし、全国的見地から保護管理を行うべき
渡り鳥および第７条第５項第１号に定める希
少種を除く）

なお、権限の移譲が行われた場合、それに伴
う必要経費等の移譲も含む。

野生動物保
護管理プラ
ン

北海道15882010
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環境省（地域再生・非予算）

担当府
省庁名

管理
コード

規制の特例事項
（支援措置に係
る提案事項）名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再検討要請に対する回答

再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの
再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理番
号

規制特例
提案事項
（支援措置）
管理番号

提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の
名称

規制の特例事項
（支援措置に係る提案事項）

の内容

環境省 1320180
国指定鳥獣保護
区での捕獲許可
権限の移譲

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第９条第１
項

学術研究の目的、鳥獣による生活
環境、農林水産業又は生態系に係
る被害の防止の目的、法第七条第
二項第五号に掲げる特定鳥獣の
数の調整の目的その他環境省令
で定める目的で鳥獣の捕獲等又
は鳥類の卵の採取等をしようとす
る者は、法第二十八条第一項の規
定により環境大臣が指定する鳥獣
保護区の区域内において鳥獣の
捕獲等又は鳥類の卵の採取等を
するときは環境大臣の、それ以外
の場合にあっては都道府県知事の
許可を受けなければならないとさ
れている。

C －

１．国も都道府県もそれぞれが指定する鳥獣保護区内での
有害鳥獣捕獲には許可が必要であるが、特に、特定鳥獣保
護管理計画の区域が国指定鳥獣保護区に重複する場合
は、協議及び捕獲についての情報の交換も行われ、また、
国による捕獲の許可は、当該計画の達成に資するよう配慮
されるものとなっており、適切に対応できるよう努めていると
ころ。
２．また、国指定鳥獣保護区の指定及び管理は国際的又は
全国的な鳥獣の保護の必要性の観点から国が行うものと
なっており、この観点から有害鳥獣捕獲の許可についても国
が行うべきものと考えている。
３．本特例事項の提案理由が被害への迅速な対応であるこ
とから、国として道とも協力して適切に対応して参りたい。
４．なお、北海道の自然環境の特異性と特例事項との関係
が不明である。

右の提案主体の意見を踏
まえて検討できないか。

　特定鳥獣保護管理計画の策定時には、
国指定鳥獣保護区を範囲に含む場合国に
協議を行っているため、特定鳥獣保護管
理計画に基づく頭数調整のための捕獲に
ついては、道の許可権限として事務の簡
素化を図っても、支障が無いと考える。

C －

　特定鳥獣保護管理計画の策定に伴う国
への協議の内容は、個体数管理を行う上
での基本的な考え方についてのみであ
り、具体的な捕獲頭数、使用する猟法、
捕獲期間等について個別に捕獲許可要
件を判断できる内容の調整が図られるも
のではない。
　したがって、特定鳥獣保護管理計画の
策定時の国への協議が完了していること
を持って、国による個別の捕獲許可にか
かる許認可審査が完了したとすることは
認められない。
　なお、提案の理由は、県と国の許可に
保存期間や条件が異なった場合、被害へ
の迅速な対応に支障が生じることを回避
するためと理解しているが、これに対して
は適切な対応がとれるよう道とも協力して
参りたい。

特定鳥獣保護管理計画の
策定時にも一定の協議を
行っており、特定鳥獣保護
管理計画に基づく捕獲につ
いて、国関与の必要性が不
明確であると思われる。
特定鳥獣捕獲管理計画策
定に際して必要な調整を行
うなどにより、提案の趣旨
を実現できないか再度検討
されたい。

申請者の負担を軽減するための方策について、
引き続き検討をお願いしたい。

C

特定鳥獣保護管理計画は、特定鳥獣の保護管
理目標の設定、総合的・体系的な保護管理の実
施等、特定鳥獣の保護管理を行う上での基本的
な計画を示した長期計画である。したがって、同
計画の協議時点で、年度毎に捕獲場所、捕獲実
施日、捕獲頭数、使用する猟具、捕獲者数など
の許可要件の審査を行うに足る計画を提出させ
ることは事実上困難である。
なお、申請者への迅速な対応等については、道
とも相談しつつ、適切に対応して参りたい。

1588 15882060 北海道
野生動物保
護管理プラ
ン

国指定鳥獣保護区内での鳥獣の捕獲許可権
限を道に委譲する。
（ただし、特定鳥獣捕獲管理計画に基づく捕獲
のみを対象とする）

なお、権限の移譲が行われた場合、それに伴
う必要経費等の移譲も含む。

環境省 1320190
サイエンスツ
アーの推進

－

現状では文部科学省（研究交流セ
ンター）主導により毎年科学技術
週間の行事の一環として循環バス
チャーター方式による独法の見学
ツアーを実施しており、国立環境研
究所も参加しているところ。

D-１ －

規制等はなく、とりまとめ省（機関）が科学技術週間以外の
機会にもツアー実施を企画し、関係する独法が連携し、これ
に参加することにより対応可能である。なお、国立環境研究
所では週間以外にも独自で施設の一般公開を実施してい
る。

提案内容が実現可能と解し
てよいか。

D-１ －

企画に参加する他の独立行政法人との
間のスケジュールの調整がつき、受け入
れる側のスタッフの体制が整えば実現可
能

1629 16292020 茨城県
つくばスミソ
ニアンプロ
ジェクト

・科学技術に対する国民の理解を得るには研
究成果や科学技術を普及啓発する必要があ
ることから、各省庁及び独立行政法人等は、
つくばサイエンスツアー事業に参画し、見学受
入体制づくりに積極的に協力すること。

・研究機関の取りまとめ役である文部科学省
研究交流センターにおいては、情報発信機能
の強化を図ると共に見学体制の整備にあたっ
ては中心的役割を果たすこと。

環境省 1320200

・研究施設の広
大な敷地に通り
抜け通路の整備
を認めること

・研究施設の緑
地を憩いの場及
び災害時の避難
場所として開放
すること

－

・施設敷地内の出入り口は１カ所
のみで、通り抜けができる構造に
なっていない
また、敷地に沿って道路が設置さ
れていることから、このような需要
はないのではないかと考えられる。

・職員、関係者、見学者以外敷地
内への出入りは無く、一般には開
放していない

D-1

D-1

‐
　
‐

・必要な予算措置が講じられ、一般交通としての安全及び危
険な物質等が保管されている研究所としての安全性が確保
されるとの前提のもと、実際に周辺住民からの要望があれ
ば対応は可能

・必要な予算が講じられれ、一般的な公共空地としての安全
及び危険な物質等が保管されている研究所としての安全性
が確保されるとの前提のもと、実際に周辺住民からの要望
があれば対応は可能

提案内容が実現可能と解し
てよいか。
なお、災害時に周辺住民か
らの要望があった場合に避
難所としての活用は可能
か。

D-1

D-1

‐
　
‐

前回記述した予算及び安全性（避難場所
としての適格性を含む)の確保が要望主
体の責任のもと行われる前提において活
用は可能。

1629 16292040 茨城県
つくばスミソ
ニアンプロ
ジェクト

・研究施設の広大な敷地に通り抜け通路の整
備を認めること。

・研究施設の緑地を,憩いの場及び災害時の
避難所として開放すること。
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